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 平成 26 年 7 月 17 日  

受益者の皆様へ  

 

スパークス・アセット・マネジメント株式会社  

                                        

「スパークス・海通・グレーターチャイナ・ファンド」に係る  

追加償還金のお支払いについて 

 

 

拝啓   

時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。  

平素は、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。  

 

 さて、皆様にご投資をいただいておりました国内公募投資信託「スパークス・海通・グレーターチャ

イナ・ファンド」（以下「当ファンド」といいます。）は平成 26年 1月 15日に繰上償還されておりますが、

当ファンドが投資対象として組入れておりました外国籍投信の清算手続が完了したことに伴い、受

益者の皆様にお支払いすべき追加償還金が以下のとおり発生致しましたのでご連絡申し上げま

す。 

追加償還金  
追加償還金  
（1 万口当たり）  

3,297,683 円  134.63 円  

※ 返還費用（26,482 円）はファンドの負担とし、費用控除後の金額が追加償還金となっ

ております。 

※ 1 万口当たりの追加償還金は、繰上償還時の残存合計口数を基に計算した金額で

す。 

 

実際のお支払い金額につきましては、適切な課税処理を行ったうえでお支払いされることになり

ます。 

詳細につきましては取扱販売会社様にお問い合わせいただきますようお願いいたします。  

 

敬具  

本件に関するお問い合わせ先 

スパークス・アセット・マネジメント株式会社  

リテールＢＤマーケティング室 

電話：03-6711-9200(代表) 

受付時間：営業日の 9 時～17 時  

 


